
認証局での業務
i ）発行申請の内容確認と利用者の本人確認

ii）電子証明書の発行 等

①発行の申請

②電子証明書の配付
認証局 利用者

電子証明書取扱事業者での業務
i ）発行申請の内容確認と利用者の本人確認 等

電子証明書
取扱事業者

1.認証局

2.電子証明書取扱業務

JIPDECトラステッド・サービス登録
（JTS登録）のご案内

①発行の申請

認証局

 電子証明書を発行・管理する機関です

 個々の利用者へ電子証明書を発行するため、発行申請
受付や、本人確認を行う組織です

利用者

利用者が信頼できる電子契約サービス等を選べるように、
JIPDECが以下の1～4を審査・登録し、信頼性を公表しています。

登録
対象

登録
対象



電子契約サービス事業者での業務
i ）契約者の本人確認、契約者の署名意思の確認
電子文書へのリモート署名、電子文書の保存・管理 等
※立会人型（事業者型）、当事者型のどちらでも審査可能です

リモート署名サービス事業者での業務
i ）利用者の認証・認可

ii）秘密鍵の保管、電子文書への電子署名 等

①電子署名の指示
（秘密鍵の利用）

リモート署名
サービス事業者 利用者

3.リモート署名サービス

4.電子契約サービス

電子契約サービス
事業者

契約者B

電子契約

契約者A

①電子文書の保管依頼

②電子署名の指示

 契約書等に電子署名等を付した電子文書を保存する
サービスです

 利用者の指示のもと、電子文書に対して電子署名
を行うサービスです

一般財団法人日本情報経済社会推進協会
デジタルトラスト評価センター
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←JTS登録のHPはこちら

登録
対象

登録
対象

②電子署名済み
電子文書の送付
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